
 

一般競争入札公告 

沖縄県が発注する業務委託契約について、一般競争入札（以下「入札」という。）に付するので、以

下のとおり公告する。 

 

令和７年６月 18日 

沖縄県知事 玉城 康裕 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 委託業務の名称  令和７年度有機フッ素化合物残留実態調査業務 

(2) 委託業務の内容  委託業務仕様書のとおり 

(3) 引渡しの期限   令和８年１月 30日（金曜日） 

(4) 引渡しの場所   沖縄県環境部 環境保全課 

２ 競争入札の参加者に必要な資格 

一般競争入札参加申請書の提出日において、次の各号全てに該当する者であること。 

(1) 沖縄県内に事務所（支店、営業所を含む。）を有する。 

(2) 計量法第 107条の規定による、計量証明事業（濃度・水又は土壌中の物質の濃度に係る事業）

の登録を受けている。 

(3) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項各号に該当しない。 

(4) 一般競争入札参加資格審査申請書提出期限日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措

置を受けていない。 

(5) 警察当局が、暴力団員が実質的に経営を支配する業者に準ずる者と認め、沖縄県との契約から

の排除を要請する者に該当しない。 

(6) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始、民事再生法（平成 11年法律第

225号）に基づく再生手続開始若しくは破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続開始の

申立てをし、又は申立てがされ及びこれらの手続中でない。 

(7) 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険等)に加入し、保険料の滞納がない。 

(8) 雇用する労働者に対し、最低賃金法（昭和 34年法律第 137号）に規定する最低賃金額以上の賃

金を支払っている。 

(9) 労働関係法令を遵守している。 

(10)県税、消費税及び地方消費税の滞納がない。 

※共同企業体が競争入札に参加する場合、上記(1)及び(2)は代表者又は構成員の１社が該当し、上

記(3)から(10)は代表者及び全ての構成員が該当するものであること。 

３ 入札説明書、委託業務仕様書、契約条項を示す期間及び場所 

(1) 期間 本件公告日から令和７年７月２日（水）12時 00分まで  

(2) 場所 沖縄県公式ホームページに掲載 

※委託業務仕様書の非公表部分の閲覧については、環境部環境保全課窓口にて上記３(1)の期間で実

施する。また、閲覧に当たっては、同仕様書添付の「誓約書」を提出すること。なお、窓口での

受付時間は午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び休日を除く）とする。 

４ 入札の方法 

(1) 入札書に記入する落札価格の注意点 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する金額を加

算した額（その額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする）をも

って落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにか

かわらず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

(2) 入札及び開札の日時及び場所 

ア 日時 令和７年７月８日（火） 10時 00分  

イ 場所 沖縄県庁舎４階 第３会議室 



 

(3) 入札書の提出方法 

様式第 56号「入札書」を、入札の場所に直接持参すること。 

(4) 入場時の必要書類 

ア 入札者及び代理人は、名刺又は身分証明書等を持参し、入場時に提示すること。 

イ 一般競争入札説明書で定めるところにより県が送付する「一般競争入札参加資格審査結果通

知書」の写しを持参し、入場時に提示すること。 

ウ 代理人が入札をする場合は、第５号様式「委任状」を持参し、入場時に「一般競争入札参加

資格審査結果通知書」の写しと併せて提示すること。 

５ 入札保証金に関する事項 

(1) 入札保証金の額 

見積もる契約金額の 100分の５以上とする。入札保証金が不足している場合、入札は無効とす

る。 

(2) 入札保証金の免除 

次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

ア 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者

とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和７年７月２日（水）12時 00分までに提出し

た場合 

イ 過去２か年の間に国（独立行政法人、公社及び公団を含む）又は地方公共団体と同種、同規

模の契約を２回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したことを証明する書

類（第３号様式）を令和７年７月２日（水）12時 00分までに提出した場合 

６ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 入札参加資格のない者が行った入札 

(2) 同一人が同一事項について行った２通以上の入札 

(3) ２人以上の者から委任を受けた者が行った入札 

(4) 入札書の表記金額を訂正した入札 

(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札 

(6) 入札条件に違反した入札 

(7) 連合その他不正の行為があった入札 

(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札 

(9) 代理人が入札する場合で、委任状の提出がない入札及び入札書に代理人の署名又は記名押印い

ずれかがない入札 

７ 落札者の決定方法 

(1) 予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただ

し、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行が

なされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩

序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、予定価格の制限の範囲

内の価格を持って入札した他の者のうち最低価格を持って入札した者を落札者とすることがあ

る。 

(2) 落札者となるべき同価の入札者が２人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決める。この

場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関

係のない職員にくじを引かせるものとする。 

(3) 開札した場合において落札となるべき入札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただ

し、上記６に掲げる無効の入札を行った者は、再度の入札に参加することができない。なお、入

札回数は３回（１回目の入札を含む）までとする。 

(4) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167条の２第１項第８号の規

定に基づき、随意契約ができるものとする。 

 



 

８ その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(2) 落札の最低制限価格は、設定しない。 

(3) 入札参加者は、「入札説明書」を熟読の上、入札に参加すること。 


